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― やぶはら高原スキー場―
　木曽郡木祖村にあります『やぶはら高原スキー場』の朝整備されたばかりのゲレンデと、その前に
見える山々の景色。大自然の中でスキー、スノーボードで全13コースといろんなコースが楽しめます。

■シーズン真っ只中、３月 29 日㈰まで営業しています。
■スキー場の営業時間：午前８時 30 分～ 16 時 30 分
■車でお越しの場合： 塩尻 IC より 38㎞（約 45 分）、伊那 IC より 27㎞（約 35 分）、 

中津川 IC より約 80 分
■詳しくは、【やぶはら高原スキー場】〒 399-6202　長野県木曽郡木祖村菅 2857-16
　TEL  0264-36-1622 ／ FAX  0264-36-1623　へお問い合わせください。

撮影：坪井　祐さん撮影：坪井　祐さん
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　「人生は挑戦の場。求めている人は、必要な時
に必ず現れます。」
　令和８年の新春を迎え、心よりお祝い申し上げ
ます。また、会員の皆様ならびに木曽税務署をは
じめとする関係各位の皆様には、日頃、木曽法人
会の運営にご尽力賜り心から感謝申し上げます。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。昨年を
振り返れば、一年があっという間に過ぎた様な気
がします。時は無常で非情です。光陰矢の如し、
です。その中で、皆さんは目標や課題、旅行や久
しぶりの友人との再会など、様々なことに取り組
まれることでしょう。私自身も多くの挑戦に立ち
向かっていきたいと考えています。
　私は昨年70歳の古希を迎えました。なってみ
ると、急に10歳いっぺんに歳をとったような気
持ちになりました。もう60代とは言えない、こ
れからは70代と言わなくてはならないなんて。
私の父は齢71歳６ヶ月で亡くなっています。そ
の時私は36歳で神戸製鋼所のサラリーマンでし
た。仕事は楽しくて、毎日が挑戦の日々でした。
企画室員として日本全国とアメリカ合衆国を商品
開発やマーケット調査で飛び回っていました。そ
れと所属していた事業部の予算企画管理を担当、
予算作成や決算の時期になると関西と広島にある
製造工場や関連子会社の営業部門を担当、東京本
社をベースにして、忙しい時は各地に週二往復く
らい行き来して、生産計画や営業計画などの調
整、目標設定根拠となる情報の収集、上司への報
告や決裁を取り付ける業務をしていました。そし
て企画部として議論し組み立てた事業計画、編成
された予算書を、本部長裁可を得て、各部門へ予
算示達の運びとなるのでした。決算時期になる
と、決算見込みの策定などを行っていました。ス
ケジュール帳はいつも予定でビッシリ埋まってい
て、朝から深夜まで書類作りや部門間の折衝など
していました。管理職手前の我々は、茶坊主１
号、２号、あるいは季節労働者などと自称して、
皮肉りながらも同僚たちとチームワーク良く丁々
発止と働いていました。予算編成のクライマック
スを迎える頃は、会社に朝方５時くらい、切りの
良いところまで仕事して、それからタクシーで同
僚と寮まで帰り、身支度を整え８時に出社なんて
こともよくありました。まるで大学の体育会系ク
ラブの合宿のようなノリでした。話は脱線してし
まいましたが、充実感があり、仕事が楽しくて仕

方ありませんでした。そんな時に父の死を告げる
訃報が届きます。世の中には真逆（まさか）の坂
というものが時々現れると言います。まさに、そ
の日を境に人生が一変しました。その後大変な困
難が怒涛のようにやってきましたが、そのこと
は、ここでは省略します。でも振り返ってみれ
ば、それもこれも、起こるべき時に起きたのだと
理解できます。色々苦労もしましたが、お蔭様で
家族も持てました、法人会の皆さんのような良き
仲間とも出会えました。これ迄、陰となり日向と
なり、まさに求める時、その時々に様々な援助や
アドバイスを下さった先輩諸氏や友が大勢いまし
た。こんな幸せなことはありません。心から感謝
いたします。よく父に「お前は感謝を知っている
か」と、聞かれました。その度に、「知ってるよ」
と答えていたのですが。今思うと、その言葉の理
解と行動において、それが表す世界の奥深さや意
味深さ、その持つ力強さの表面を掠めて知ってい
た程度であったなあーと、そんなことがわかりま
す。父の亡くなったその年に近づくにつれ、父親
の言わんとしていたことの意味が、だんだん明ら
かになってきているようです。母からも小言をよ
く言われましたが、それは愛情深く、子を持つ身
となった今、真意がわかります。これからも困難
はあるでしょうが、そこは笑って受け入れ、ポジ
ティブに前向きに考えるようにしていきます。笑
門来福です。人は道を求める時、その時まさに求
める人が現れるものです。
　だから皆さん、いつも明るく前向きに希望を
持って生きていきましょう。
　皆さん、どうかご無事で良い一年をお過ごしく
ださい。最後に皆様のご健勝とご多幸、企業のご
発展を祈念して新春のご挨拶といたします。

新春のご挨拶新春のご挨拶

木曽法人会長　大沢　謙一
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　令和８年の年頭にあたり、謹んで新年のご挨
拶を申し上げます。
　一般社団法人木曽法人会の皆様方におかれま
しては、健やかに新春をお迎えのことと心から
お慶び申し上げます。
　旧年中は、大沢会長をはじめ役員並びに会員
の皆様方には、税務行政全般にわたり深いご理
解と格別のご協力を賜り、厚くお礼申し上げま
す。
　貴会におかれましては、広報誌「きそほうじ
ん」の発行、改正税法研修会の開催、租税教室
への講師派遣及び「絵はがきコンクール」の開
催など、税の啓発活動に取り組まれ、また、養
護施設でのボランティア活動やタオル・布類の
寄贈など地域社会貢献活動にも積極的に取り組
まれておられます。これらの様々な活動に対し
まして、深く敬意を表しますとともに、心から
感謝申し上げます。
　さて、税務行政を取り巻く環境は、近年のグ
ローバル化やデジタル化の急速な進展により、
経済社会とともに大きく変化しております。
　このような環境の変化に柔軟かつ的確に対
応するため、国税当局では、「税務行政の将来
像2023」を公表し、「納税者の利便性の向上」、
「課税・徴収事務の効率化・高度化」及び「事
業者のデジタル化促進」を３本の柱として税務
行政のＤＸの推進に取り組んでいるところで
す。「あらゆる税務手続が税務署に行かずにで
きる社会」を目指し、申告手続等のオンライン
化はもとより、キャッシュレス納付や納税証明
書オンライン請求・受取の利用拡大も、より一
層推進してまいります。
　令和７年度の税制改正により、所得税の基礎
控除及び給与所得控除の見直し並びに特定親族
特別控除の創設が行われ、昨年の年末調整から
適用されたところです。木曽法人会の皆様にお
かれましては、年末調整説明会の開催をはじ

め、制度改正への適切な対応をいただき感謝申
し上げます。今後も制度の周知・広報に努めて
まいりますので、ご協力をお願いいたします。
　間もなく、令和７年分の所得税・消費税の確
定申告の時期を迎えます。税務署では、マイナ
ポータル連携を利用したマイナンバーカード方
式による自宅からのe-Tax・スマホ申告や、振
替納税を中心としたキャッシュレス納付を強く
推奨しております。マイナンバーカードを利用
してマイナポータルと連携すれば、給与等の収
入に関する情報や、医療費、ふるさと納税等の
控除に関する情報を一括取得し、確定申告書の
該当項目に自動入力することができ、便利で簡
単に確定申告書が作成できますので、会員企業
の役員・従業員の皆様におかれましては、より
利便性が向上したe-Tax・スマホ申告を是非と
もご利用いただきたいと存じます。
　結びに、今年の干支は丙午で、勢いとエネル
ギーに満ちた年と言われています。一般社団法
人木曽法人会の更なる飛躍の年になりますとと
もに、会員の皆様方のご健勝並びに会員企業の
益々のご繁栄を祈念申し上げまして、新年のご
挨拶とさせていただきます。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

第３回理事会で挨拶する佐藤税務署長第３回理事会で挨拶する佐藤税務署長

木曽税務署長　佐藤　和子
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長野県教育委員会賞

税金の本当の使われ方税金の本当の使われ方

　また増えるのか。私はテレビを見ながら、つ
いそうつぶやいてしまいました。最近、いろい
ろな税金が増えている気がします。この前、家
族と買い物に行ったときも、前は10円だった
お菓子が12円になっていて、「また税金、上が
りすぎてない？」と思いました。物価は上がる
し、そこに税金まで重なってくると、どうして
も「なんで政府の人たちは税金を下げようとし
ないんだろう」と考えてしまいます。そんな私
の考えが少し変わったのは、去年の元旦のこと
です。能登半島沖で大きな地震が起こりまし
た。長野に住む私の家もかなり揺れて、驚いて
いそいでテレビをつけました。テレビに映った
のは、津波に飲み込まれた町や、崩れた建物、
雪の中で助けを待つ人たちの姿だった。家も水
も食べ物も失って、不安そうに毛布にくるまっ
ている人たち。その光景を見ているだけで、被
害の大きさがひしひしと伝わってきて、胸が痛
くなりました。でも、そんな中でもいち早く現
場に駆けつけていたのが自衛隊でした。１月の
冷たい空気の中で、がれきの下から人を救い出
したり、壊れた道路を整えて物資を運んだり、
入浴や食事の支援をしたりしていました。命の
危険があったり、元旦であるのにもかかわら
ず、そんな状況でも迷わず被災者のために動く
姿に、「すごいな…」とただ見入ってしまいま
した。そしてふと、こんなことを考えた。
　「この活動って、誰のお金で支えられている
んだろう？」と。自衛隊の装備や車両、運ばれ
ていく支援物資などなど、すべてに税金が使わ
れているのだと気づきました。私たちが買い物

大桑村立大桑中学校３年　松谷　駿平

をするときに払っている消費税も、こうやって
人の命を守るために役立っているのかと思う
と、見方が大きく変わりました。中学生の僕
は、税金についてまだよく知りません。もちろ
ん自分で税金を納めているわけではありません
が、日常の中で確かに税金を負担していて、そ
れが社会のどこかで生きている。これまで「税
金って高い」としか思っていなかったけれど、
実は日本を支える大切な柱なのだと、この地震
をきっかけに実感しました。もちろん、税金の
使い方には問題もあります。政治資金の不透明
な使い道や、効果がよくわからない政策。今の
時代、ＳＮＳでそうした批判を見かけることも
少なくありません。だけど、それは「税金なん
ていらない」ということではなく、「必要なと
ころに、正しく使ってほしい‼ 」ということだ
と思います。今回の自衛隊の活動は、間違いな
く「必要な税金の使い方」だと思いました。だ
からこそ、これから大人になって自分が税金を
納める立場になったときも、「自分のお金がど
う使われるのか」にしっかり関心を持ちたいで
す。そして誰かの命や生活を守るために、税金
が正しく使われているかを考えながら生きてい
きたいと思いました。

中学生の税についての作文
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木曽税務署長賞

平等と公平平等と公平

　私たちのクラスでは、この前、租税教室が行
われました。そこで特に印象に残ったのは、税
の種類によって負担の仕組みが違うということ
です。それまで私は、税とは全員が平等に払っ
ているものだというイメージが強くありまし
た。しかし、租税教室での話を聞き、それは本
当に平等といえるのだろうかという疑問がわ
き、詳しく調べてみることにしました。
　まず知ったのは、私たちがよく知る消費税に
は「逆進性」と呼ばれる特徴があるということ
です。逆進性とは、所得が少ない人ほど、所得
に占める税負担の割合が大きくなる傾向を指し
ます。例えば、消費税では、所得に関わらず全
員に一定の税率が適用されるため、所得の低い
人ほど所得全体に対する消費税の負担率が高く
なり、逆進性をもつと言われます。私は、全員
が同じ税率なら平等なのだと思っていました。
しかしこの事実を知り、形式だけ見れば平等で
も、実際の負担はそれぞれで異なり、平等でな
いのだと実感しました。
　一方、所得税には「累進課税」という、収入
が多い人ほど税率が高くなるという仕組みがあ
るということが分かりました。支払える力に応
じて、負担を分け合うことを目的としていま

上松町立上松中学校３年　阿部　晃里

す。もし全員が税率で所得税を払うとしたら、
低所得の人は生活が苦しくなり、高所得の人は
負担が軽すぎると感じるでしょう。
　そのためこのような制度は、公平で経済格差
をなくすための工夫なのだと思いました。
　調べて分かったことから、私は、税は全ての
人にとって平等とは言えない部分もあるのだと
いうことを学びました。
　平等と似た言葉で「公平」という言葉があり
ます。平等とは条件を揃えることですが、公平
は一人ひとりの状況に応じて負担を調整すると
いう意味があります。私は、今社会に必要なの
は平等さだけでなく、全ての人への公平さを大
切にすることだと思います。
　税金は、病院や警察、道路や学校など、私た
ちが安心して暮らすために欠かせない多くのも
のに使われています。だからこそ、多くの人が
納得できるような負担の仕組みを考え続けてい
くことが大切だと思います。
　将来、私たちが税金を払う立場になったと
き、この学びを忘れずに、ただ払わされている
と感じるのではなく、自分の負担が社会を支え
ているのだと誇りに思えるようになりたいで
す。

長野県教育委員会賞 税金の本当の使われ方 大桑村立大桑中学校３年
松谷　駿平 さん

木 曽 税 務 署 長 賞 平等と公平 上松町立上松中学校３年
阿部　晃里 さん

長 野 県 租 税 教 育
推 進 協 議 会 長 賞 納税で創る明るい未来 上松町立上松中学校３年

德原　孝紀 さん

木 曽 郡 租 税 教 育
推 進 協 議 会 長 賞 税金でつくるもの 木曽町立日義中学校２年

島田　希紗 さん

木曽地区納税貯蓄
組 合 連 合 会 長 賞 税でツナがる社会 上松町立上松中学校３年

藤原功之助 さん

税についての作文コンクール入選作品税についての作文コンクール入選作品

中学生の税についての作文
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　青年部は毎年、郡内小学校５年生の児童の皆
さんに、租税教育用下敷きを寄贈しています。
11月11日からの「税を考える週間」に合わせ、
役員が手分けをして各小学校へお届けしていま
す。今年のテーマは『地上最速の格闘球技ラク
ロスを知ろう！』ラクロスが2028年ロサンゼ
ルスオリンピック追加競技に決定。あまり知ら
れていないラクロスの競技についてのルール説
明などが掲載されています。裏面には各種の税
金など歳入・歳出の状況や、税金の使われ方な

５年生に５年生に
税の解説付き〝下敷〞を寄贈税の解説付き〝下敷〞を寄贈
― 青年部租税教育活動・社会貢献事業 ―― 青年部租税教育活動・社会貢献事業 ―

どを解りやすく記載した豆知識も載っていま
す。これから６年生になって、「税に関する絵
はがきコンクール応募」などで参考になる分か
りやすい内容です。

大桑小学校小林校長先生と寺嶋青年部副部長大桑小学校小林校長先生と寺嶋青年部副部長

　全法連女性部による全国統一事業として、租
税教育活動の一環として、「税に関する絵はが
きコンクール」事業を実施しています。
　木曽法人会でも、国税庁の後援もあり、木曽
郡小学校長会や教育委員会への協力依頼を経
て、毎年、管内全小学校の６年生児童の皆さん
に応募を呼びかけています。今年もたくさんの
応募をしていただき、総数は管内８小学校で
110点でした。
　作品が集まったところで関係者によって選考
会を行い、最優秀作品については長野県連を通
じて、全法連の審査会の対象作品として出展し
ました。

　税を考える週間の11月12日の納税表彰式の
中で、最優秀賞の児童他６名は賞状授与があり
ました。
　佳作で入選された児童の皆さんに、法人会女
性部役員が各小学校へ賞状を授与に行ってまい
りました。

佳作入選者の木祖小学校児童と小林副部長佳作入選者の木祖小学校児童と小林副部長

　女性部では、地域社会貢献活動に繋がるボラ
ンティア事業として、郡内の介護施設へのタオ
ル・布類の寄贈を行っています。
　これは、家庭でお使いにならない新品のタオ
ルや使用済みのタオル等を、介護の現場でご利
用頂いているものです。去る12月17日に南木
曽町にあります、南木曽町社会福祉協議会へ、
大畑部長と松瀬副部長が行ってまいりました。
　施設の方からは、「タオルは使いますので、
大変助かります」とのお言葉を頂き、利用者の
皆さんに少しでもお役に立てて頂けることをう
れしく思いました。

　今後も引き続き実施してまいりますので、女
性部の皆様のご協力をお願いします。
　新品タオル・使用済タオル・バスタオルな
ど、お寄せ頂ける方は、女性部役員または事務
局までご連絡をお願いします。 （事務局　記）
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松本支社/長野県松本市本庄1-3-10 (大同生命松本ビル3F)　TEL 0263-32-0829

〒 399-5504
長野県木曽郡大桑村野尻 36-3
ＴＥＬ　0264 － 55 － 2085
ＦＡＸ　0264 － 55 － 2084
M A I L ookuwa_k@ju.kiso.ne.jp
設立年月日：
昭和 28年 4月 25 日

　大桑木材生産協同組合は、木曽の豊かな森林
資源を活かし、木製品の生産・加工を行う協同
組合です。地域の自然と共生しながら、職人技
を活かした、暮らしに寄り添う日用品づくりに
取り組んでいます。
　いつでも工場に遊びにいらしてください。

大桑木材生産協同組合　　専務理事　横山　藤夫
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2026
謹 賀 新 年
複雑化する世界の課題に共に向き合い、

ゆるぎない明日への自信を

〒390-0814
長野県松本市本庄1-3-10-7F
0263-35-1933
午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

長野支店
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　12月11日、木曽町文化交流センターにおい
て、須田　慎一郎氏の講演会を開催しました。
　一般の方、会員の方とたくさんの方々が来場
されました。
　テレビでお馴染みのちょっと顔は怖いイメー
ジのお方ですが、今の日本経済のお話というこ
ともあり、どんな話をしてくださるのか楽しみ
にしていました。

　大桑村支部会員は、ボランティア活動として
アルミ缶・ペットボトルのキャップ回収を実
施しています。12月２日にはペットボトルの
キャップを集め、ＪＡ木曽さんへ寄付をする活
動を行いました。
　支部会員でのボランティア活動がなかなか出
来ない状況ですが、会員の方々の気持ちが、少
しでも役にたてていればいいなと思います。

大桑村支部活動大桑村支部活動 Ｊ
Ａ
木
曽
企
画
管
理
部
山
崎
様
と

Ｊ
Ａ
木
曽
企
画
管
理
部
山
崎
様
と

田
口
副
会
長

田
口
副
会
長

　冒頭から笑いを交えて、日本経済についての
話を１時間半、水分補給もされないで話してく
ださいました。聴いている方々を飽きさせない
口調で、もっと詳しく聴きたいと思えるお話で
した。最後に、何年後かに、また講師にお招き
いただけたら、と皆さんの笑いを誘っていまし
た。
　１時間半というあっという間の時間でした
が、須田様のお話が聴けてよかったです。
　後日、聴講された方々から「講演、よかった
よ」「話もわかりやすかったね」など、たくさ
んの感想が寄せられました。

　木祖村支部女性部デコパージュ講習会が、９
月24日に木祖村木工センターで開催されました。
　毎年、この講習会で作成した小物が増えてい
くので、それが楽しみとなっています。
　今回の講習会は、白い小物入れや白いお盆
などに絵柄の入ったペーパーナプキンを切って

木祖村支部活動木祖村支部活動 貼っていくというものでした。いろいろな絵柄の
ペーパーナプキンの中から自分の好みのものを
選び、小物入れなどに貼る場所や大きさを考え
てペーパーナプキンを切っていき、専用の糊で
貼っていく。乾いたらペーパーの上にも糊をつ
けて、ドライヤーで乾かしたら完成となります。
　皆さんの個性溢れる小物入れの完成です。世
界に一つしかない素敵な小物入れが出来上がっ

たようです。
　今年も、木祖村の文化祭に
作品が出展されました。
＊ 今回、事務局として参加で
きなかったのですが、後
日、木祖村商工会さんから
材料を購入し、家で作成し
てみました。 （事務局　記）
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　今回の「税金Ｑ＆Ａコーナー」第49弾は、前回に引き続き令和７年度税制改正における給
与の源泉徴収に関係する改正について説明します。

令和８年分以後の給与の源泉徴収事務について、注意する点を教えてください。

令和８年分以後の給与の源泉徴収事務において、注意する点は以下のとおりです。
１ 扶養控除等申告書等の記載事項の変更
　  　令和７年分までの扶養控除等申告書等には、「控除対象扶養親族」を記載す
ることになっていましたが、令和８年分以後の扶養控除等申告書等には、「控
除対象扶養親族」に、特定親族に該当する人のうち合計所得金額が100万円
以下である人を加えた「源泉控除対象親族」を記載することとされました。 

【源泉控除対象親族】 
　次の①又は②のいずれかに該当する人をいいます。 

　①控除対象扶養親族（注１）
　② 居住者と生計を一にする親族（里子を含み、配偶者、青色事業専従者として
給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）のうち年齢19歳以
上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人 

泫  １  この改正により、令和８年分以後の扶養控除等申告書等は、令和７年分以前のも
のから様式が変更されました。 

　 ２  年末調整において、特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告
書等の「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除
申告書を給与の支払者に提出する必要があります。 

　 ３  合計所得金額が100万円超123万円以下の特定親族については、各月（日）の源
泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整において特定親族特別控除申
告書を給与の支払者に提出することにより、特定親族特別控除の適用を受けるこ
とができます。

泫  １  控除対象扶養親族とは、居住者と生計を一にする親族（里子や養護老人を含み、
配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除き
ます。）で、合計所得金額が58万円以下の人のうち、次の⑴、⑵のいずれかに該
当する人をいいます。 
⑴居住者のうち、年齢16歳以上の人 
⑵ 非居住者のうち、①年齢16歳以上30歳未満の人、②年齢70歳以上の人、③年
齢30歳以上 70 歳未満の人のうち「留学により国内に住所及び居所を有しなく
なった人」、「障害者」又は「その居住者からその年において生活費又は教育費
に充てるための支払を 38 万円以上受けている人」のいずれかに該当する人 

　 ２  給与所得者が提出する扶養控除等申告書等に記載する「源泉控除対象親族」は、
公的年金等の受給者が提出する扶養親族等申告書に記載する「源泉控除対象親族」
とは、所得要件の上限が異なります。
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【参考：親族の範囲】

２ 扶養親族等の数の算定方法の変更 
　  　各月（日）の給与に係る源泉徴収税額は、「源泉徴収税額表」によって求め
ますが、その税額は、従業員から提出を受けた扶養控除等申告書等に記載さ
れた扶養親族等の数によって異なります。 

　  　令和７年分までの源泉徴収事務においては、「源泉控除対象配偶者」及び
「控除対象扶養親族」の数などを基に扶養親族等の数を算定していましたが、
令和８年分以後においては、「源泉控除対象配偶者」及び「源泉控除対象親
族」の数などを基に扶養親族等の数を算定することとされました。 

３ 源泉徴収税額表の改正 
　  　「源泉徴収税額表」が改正されましたので、令和８年１月１日以後に支払う
べき給与については、「令和８年分 源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税
額を求めてください。

 令和７年度税制改正により、年末調整において前年に比べ多くの過納額が発生し
ました。この過納額の精算手続きを教えてください。

　源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額が年調年税額よりも多い場
合には、その差額の税額を役員または使用人の各人ごとに還付しますが、その方
法は、次のとおりです。
１  年末調整を行った月分（通常は12月分。納期の特例の承認を受けている場合
には、その年７月から12月までの分）として納付する「給与、退職所得及び
弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報酬・料金に対する源泉徴収税額」
のうちから差し引き、過納となった人に還付します。

２  年末調整を行った月分の徴収税額だけでは還付しきれないときは、その後に
納付する「給与、退職所得及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われた報
酬・料金に対する源泉徴収税額」から差し引き順次還付しますが、次の場合
には、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過
納額明細書」を作成し、必要書類を添付して給与の支払者の所轄税務署長に
提出し、税務署から還付を受けます。

100万円
（165万円）

（注１）

58万円
（123万円）

泫  １  この図の扶養親族の合計所得
金額の要件は、改正後の金額
です（改正前：48万円）。

　 ２  年齢30歳以上70歳未満の非
居住者については、①留学
により国内に住所及び居所
を有しなくなった人、②障害
者、③その居住者からその
年において生活費又は教育
費に充てるための支払を38
万円以上受けている人のい
ずれかに該当する場合に限り
ます。

扶養親族 控除対象
扶養親族

（注２）

控除対象
扶養親族

特　　定
扶養親族

老　　人
扶養親族

特定親族
123万円
（188万円）

16歳 19歳 23歳 70歳 親族の年齢

親族の合計所得金額
（収入が給与だけの場合の収入金額）

源泉控除対象親族

⑴ 解散、廃業などにより給与の支払者でなくなったため、還付することができなく
なった場合
⑵ 徴収して納付する税額がなくなったため、過納額の還付ができなくなった場合
⑶ 納付する源泉徴収税額に比べて過納額が多額であるため、還付することとなった
日の翌月から２か月を経過しても還付しきれないと見込まれる場合
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税務署からのお知らせ



きそほうじん　第 110 号　令和 8年 2月発行

13



14

きそほうじん　第 110 号　令和 8年 2月発行

14

事
務
局
日
誌

事
務
局
日
誌

税務研修会（中北部会場）税務研修会（中北部会場）

税務研修会（南部会場）税務研修会（南部会場）

福利厚生制度推進連絡協議会福利厚生制度推進連絡協議会
（上松町ひのきの里総合文化センター）（上松町ひのきの里総合文化センター）

　全法連が全国の法人会から上げられた税制要
望をとりまとめたものを、毎年 12月中旬に管
内６ケ町村の町村長・議会議長へ提言をしてお
ります。今年も、担当支部長・税制委員長・税
制委員などが要望書を提出しました。
　木曽法人会では、【法人市町村民税における標
準税率採用のお願い】を重点的にお願いしてお
りますが、管内
６ケ町村とも採
用には未だ至っ
ておりません。
今後も要望実現
の活動を行って
いきます。

　11月13日木曽合同庁舎にて税務行政に
協力した功績を称えられ、前理事で前女性
部長（大桑村支部）小瀬木　礼子 氏が県
税功労者知事感謝状表彰を受けられました。
　受賞、誠におめでとうございます。

12月10日　上松町役場にて12月10日　上松町役場にて
依馬税制副委員長が村田町長へ要望書を提出依馬税制副委員長が村田町長へ要望書を提出




